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Abstract

The purpose of this paper is to elucidate the purpose or nature of

accounting and that the nature of accounting is accountability

rather than decisionmaking. In order to achieve of this purpose, fol
lowing matters are described. First, accountability theory and deci
sionmaking theory as accounting purpose are explained in accor
dance with Ijiri’s view. He emphasizes accountability theory. Sec
ond, accounting axiom and double entry bookkeeping in accountabil
ity theory are discussed. Third, in order to prove it, language act

theory of Austin is explained and clarified the relation between lan
guage act and accountability. Finally, accountability in the true

sense is elucidated by extending the accountability concept and ac
counting measurement deserved the true accountability is discussed.

Keywords : accountability, decisionmaking, accounting axiom, lan
guage act, accounting measurement
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会計目的としての会計責任

上 野 清 貴

Ⅰ はじめに

会計は何をするものであり，どういう機能と目的を有し，その本質は何か

という問題は，古くて新しい問題であり，会計学にとって重要な問題である。

これに関して，これまで大きく分けて，会計の目的ないし本質は会計情報の

利用者の意思決定に役立つ情報を提供することであるとする意思決定説と，
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１）ASOBATは，会計の目的は次の諸目的のために情報を提供することであるとし
ている（AAA［１９６６］p.４）。
（１）最も重要な意思決定の領域を確定し，目的や目標を決定することを含めて，限

りある資源を利用することについて意思決定を行うこと

（２）組織内にある人的資源および物的資源を効率的に指揮，統制すること

（３）資源を保全し，その管理について報告すること

（４）社会的な機能および統制を容易にすること

これらのうち，（１）が意思決定説に該当し，（３）が会計責任説に該当する。

２）本稿は，会計責任と受託責任をほぼ同じ概念として取り扱っている。元来，受託

会計情報の利用者に会計情報の提供者がその行動や行動から生じる結果につ

いて報告・説明する義務であるとする会計責任説があった。

１９６６年に米国会計学会（AAA）より公表された『基礎的会計理論』（A State-

ment of Basic Accounting Theory; ASOBAT）以来，意思決定説が有力で

あるが，そこにおいても会計責任説の重要性が認識されている１）。

近年では，国際会計基準審議会（IASB）が２０１８年に改訂公表した概念フ

レームワークにおいて，財務報告の目的は次のように規定されている。一般

目的財務報告の目的は，現在のおよび潜在的な投資者，融資者および他の債

権者が企業への資源の提供に関する意思決定を行う際に有用な，報告企業に

ついての財務情報を提供することである。それらの意思決定は，次のものを

伴う（IASB［２０１８］para.１.２）。

（１）資本性および負債性金融商品の購入，売却または保有

（２）貸付金および他の形態の信用の供与または決済

（３）企業の経済的資源に影響を与える経営者の行動に対して投票を行うか

または他の方法で影響を与える権利の行使

そして，現在のおよび潜在的な投資者，融資者および他の債権者は，企業

への将来の正味キャッシュ・インフローの見通しを評価するのに役立つ情報

を必要としているとする。

これは意思決定説に基づいたものであり，現在，この説が有力であるが，

IASBは会計責任説（受託責任説）２）も重視しており，それは次の規定に現れ
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責任（stewardship）は，企業の株主や債権者から受託した資源を効果的に管理・
運用すること，および資源の保全と費消の計画を実施する責任をいう。これに対し

て，現代の会計責任は後述するように，責任の受益者ないし対象者を株主や債権者

に限定せず，その対象者を企業の内部者を含めたすべての利害関係者とする社会的

責任を意味する。したがって，会計責任は従来の受託責任よりも広い概念であると

いうことができる。

しかし，近年における IASBの受託責任に関する説明でもわかるように，その対
象者は広範となってきており，会計責任の対象者とほぼ同じになってきている。こ

のことから，本稿は，会計責任と受託責任をほぼ同じ概念として取り扱うこととす

る。ただし，厳密にいえば，受託責任は元来受託管理責任であり，この管理責任を

会計報告する機能が会計責任であることを念頭においておく必要がある。すなわ

ち，受託責任は受託管理責任であり，会計責任は会計報告責任なのである。なお，

以下では，従来の受託責任を「狭い意味における受託責任」と呼ぶことにする。

ている。

上述した意思決定は，現在のおよび潜在的な投資者，融資者および他の債

権者が期待するリターンに依存する。投資者，融資者および他の債権者のリ

ターンに関する期待は，企業への将来の正味キャッシュ・インフローの金

額，期待および不確実性に関する彼らの評価，および企業の資源に係る経営

者の受託責任に関する彼らの評価に依存する。現在のおよび潜在的な投資

者，融資者および他の債権者は，それらの評価を行うために役立つ情報を必

要としている（para.１.３）。

このように，会計の目的ないし本質に関して，意思決定説が有力であると

いえども，会計責任説の重要性が依然として主張されており，これは，IASB

の概念フレームワークのみならず，ほとんどの会計原則ないし会計基準にお

いて規定されている。

このような状況を踏まえて，会計は何をするものであり，真の意味で，ど

ういう目的ないし本質を有しているのかを解明することが本稿の目的であ

る。さらにいうならば，意思決定説および会計責任説のうち，現在の通説と

は逆に，会計責任説が会計の本質であるべきことを，本稿は明らかにしよう

とするものである。
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３）井尻は他のところで会計を「意思決定会計」（operational accounting）と「利害
調整会計」（equity accounting）に分けているが（井尻［１９６８］９０頁），前者の意思
決定会計はここでいう意思決定説に基づいて行われる会計であり，後者の利害調整

会計はここでいう会計責任説に基づいて行われる会計にほかならない。

ただここで，両者の相違について彼が次のように述べているのは，注意すべきで

ある。われわれの経済活動には企業なり国なりの富をいかに増やすかという富の生

産の問題のほかに，つくられた富を利害関係者の間でいかに分配するべきかという

富の分配の問題がある。意思決定会計は前者のために情報を提供することを目的と

しているのに対し，利害調整会計は後者のために資料を提供することを目的として

いる。富の分配のために必要な利害関係の統制を行うためには，法律制度における

と同様，評価方法の単一性と安定性というものが欠くべからざる要件となる（井尻

［１９６８］９１頁）。利害調整会計および会計責任説の富の分配機能に関しては，あと

でもう一度述べる。

この目的を達成するために，以下ではまず，井尻の所論に沿って会計責任

説と意思決定説を改めて説明し，彼は会計責任説を主張していることを述べ

る。次に，会計責任説における会計公理と複式簿記についてやはり井尻の所

論にしたがって述べる。

さらに，これを哲学的および言語学的に証明するために，オースティン

（Austin）の言語行為論を解説し，そこにおける「発語内行為」が重要で

あるとした上で，それと会計理論における会計責任との関係を明らかにす

る。そしてさらに，これを踏まえて，会計責任と意思決定の関係を解明し，

最後に，通常いわれている会計責任の概念を拡張することによって，会計の

本質として，真の意味における会計責任を明らかにするとともに，それに相

応する会計測定を論じる。

Ⅱ 意思決定説と会計責任説

井尻によれば，会計の本質をみる見方として２つの説がある。その１つは

「意思決定説」であり，他の１つは「会計責任説」である３）。このうち，意

思決定説は，会計を経済的意思決定に有用な情報を提供するシステムと定義
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し，会計を意思決定者（decision maker）と会計人（accountant）との二

元関係において捉えようとするものである。これに対して，会計責任説は，

会計の本質が会計責任（accountability）に由来するものであるという考え

方に基づき，会計を（１）会計責任の履行者（accountor），（２）会計責任の受益

者（accountee）および（３）会計責任の報告者としての会計人（accountant）

という三者の間の三元関係として考察しようとするものである（井尻［１９７６］

i頁）。

ここで，会計責任とは，履行者がその行動や行動から生じる結果について

受益者に対して釈明する（account for）義務を意味している。その場合，

履行者，受益者および会計人とは具体的に誰であるかという問題が生じる

が，これに関して井尻は階層的に考えているようである。彼によれば，会計

責任の履行者は会社であるかもしれないし，会計責任の受益者は株主，債権

者，消費者，労働組合もしくは政府であるかもしれない。会計責任の履行者

は本社にその行動を釈明する部門管理者であるかもしれない（Ijiri［１９８１］

p.２７）。

また，会計人の範囲も広く捉えられている。すなわち，会計人とは，実際

の会計担当者のみならず，監査人や，さらに会計原則を設定する権限をもつ

機関なども含めて総称したものである。このような会計人は，会計責任関係

の機能をスムーズにすることにその基本的な機能があることになる。換言す

れば，会計人のもつ基本的な機能は，会計責任の履行者がその行為・結果の

釈明に役立つ資料を準備するのを助け，同時に履行者の行為・結果について

の会計責任の受益者が受け取る権利のある情報を提供することにある（井尻

［１９７６］ⅱ頁）。

それでは，意思決定説と会計責任説には，どこに違いがあるのだろうか。

これに関して，井尻はこれらの間には次のような基本的な差異があるとする

（井尻［１９７６］ⅲ-ⅳ頁；Ijiri［１９８１］pp.２７-２８）。

（１）意思決定説は財務諸表の内容やその意思決定に対する有用性を強調す
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る。財務諸表の情報に信頼性がある限り，それを作り出す基になる会計

システムは二次的な意義しかもたない。これに対して，会計責任説では，

財務諸表にある項目はすべて詳細な取引の記録と証票によって釈明され

るという暗黙の保証を重要視する。したがって，会計責任説においては

財務諸表は単に氷山の一角にすぎず，重要なのはその背後にあるシステ

ムであると考える。

（２）会計責任説では，会計責任の履行者が受益者に報告される情報の内容

に非常な関心をもち，かつその内容に影響を及ぼそうとするけれども，

意思決定説では，その理論構成において意思決定者と会計人という二元

関係が基になる関係上，情報の対象となる主体そのものを情報システム

における利害関係者の当事者としては取り扱わないので，そのようなこ

とはない。それゆえ，意思決定説では，意思決定者と会計人の協力関係

が中心になるので，主観的な情報でもそれは偏向していないという前提

から出発することが許され，そのような情報を積極的に取り入れようと

する。これに対して，会計責任説では，情報を歪めようとする圧力のあ

ることを予知して，その圧力に耐えうるだけの強度のあるシステムを設

定しようと努力する。そこでは，単に偏向していない情報ではなく，偏

向させようとしてもできない情報が求められる。

（３）当事者の利害関係の把握の仕方に関して，意思決定説では，会計人は

意思決定者の補助者として捉えられる。会計人は意思決定者のもつ目標

をそのまま自分の目標として受け入れ，その目標を達成するのに最も有

用な情報システムを設計することが期待されているとする。これに対し

て，会計責任説では，会計責任の履行者と受益者との間に流れる情報に

関して，両者の利害関係に相反するものがあることを認識することから

出発する。したがって，受益者の意思決定にとって有用な情報は何でも

流すというのではなく，受益者の「知る権利」（right to know）と履行

者の「プライバシーの権利」（right to privacy）との均衡を考えて，報
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４）会計責任説において，「業績測定」が非常に重要な概念であることに注意する必

要がある。井尻によれば，会計責任の関係において，受益者は履行者がある目標を

指向することを要求する場合が多い。そこで，履行者がその目標に向かってどの程

度進んだかという情報は，受益者にとって不可欠な情報となる。したがって，業績

測定（performance measurement）が会計システムの基本的要素であるというこ
とができる（井尻［１９７６］ii頁）。

告の範囲や業績測定の方法などを決めていかなければならない４）。

以上によって明らかなように，意思決定説と会計責任説には大きな相違が

あるのであるが，これらのうち，井尻は会計責任説を採用する。というのは，

意思決定説にはいくつかの問題点があるからである。すなわち，意思決定説

は，会計情報の利用者を強調した結果，（１）経営主体の利害が，利用者に公

表される情報の内容と密接に結びついているという事実と，（２）公表される

情報は，経営主体の経営成績を実際よりもよく見せる方向に修正される傾向

があるという事実を見落としているのである（井尻［１９７６］７２頁）。

これに対して，会計責任説はこれらの点を考慮に入れているということが

できる。その理由は次のとおりである（井尻［１９７６］７２-７３頁）。

（１）会計責任説は，主体に関する情報が無料の財ではなく，単に意思決定

を助けるという理由だけでは利用者が情報を要求できないという事実を

認識する。さらにこの見方は，経営主体から利用者へ情報が流れるには

一定の根拠がなければならないことを認め，その根拠を経営主体と利用

者の間の会計責任に求める。

（２）利用者指向の社会観は偏らない情報の必要性を強調するが，会計責任

の見方は，すべての情報は何らかの方向に偏っているという前提から出

発し，偏りの生じる余地を狭めようと努める。利用者指向の会計観は，

経営主体の行動に関する情報と，例えば台風の行動に関する情報との間

の，このような基本的相違を考慮に入れていない。

井尻によれば，そもそも現代の経済社会は会計責任のネットワークの上に

築かれている。このネットワークがうまく機能するか否かは，会計責任の情
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報が円滑に流れるかどうかにかかっている。会計はこのような情報を提供す

ることによって，経済社会に対して基本的な貢献をすることができるのであ

る。

すなわち，近代社会および近代組織は，その活動を記録し報告することを

基礎とする会計責任の複雑なネットワークに依存している。会計のこの機能

は，社会や組織が適切に機能するために不可欠のものである。したがって，

会計は，企業活動とその成果の記録と報告から出発し，会計責任の解除によっ

て終わることになる。少なくとも現行会計実務を合理的に解釈しようとする

限り，これが会計の基本的な性格であるといえる。すなわち，会計責任こそ，

会計を社会や組織における他の情報システムから区別するものだということ

ができる（井尻［１９７６］４９頁）。

このような会計責任において，取得原価が非常に重要となる。取得原価会

計とその他の評価方法の基本的な相違の１つは，取得原価会計が過去のすべ

ての取引の記録をその評価方法の必然的な基礎として要求するという点にあ

る。完製品の市場価格は，その製品が実際にどのように製造されたかがわか

らなくとも知ることができるが，その取得原価となると，その製品が実際に

どのように製造され，その生産のために費消された材料と用役がどのように

獲得されたかという点に関する記録がないと，決定することができない（井

尻［１９７６］１２８-１２９頁）。

このように，取得原価は過去において行われた企業活動をその実際の取引

価額で漏れなく記録したものである。そして，この記録が会計責任の履行に

おいて非常に重要な役割を果たすことになる。すなわち，主体の過去の活動

を記録することは，現代の経済社会の基礎たる会計責任が適切に機能するた

めに不可欠である。取得原価のデータがないと，経営者は，株主から委託さ

れている財を適切に運用したということを証明するのが非常に難しくなる

（井尻［１９７６］１２９頁）。

これによって明らかなように，会計責任説と取得原価は非常に密接な関係
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を有している。すなわち，会計責任説は現代の経済社会および会計実践を説

明する上で非常に重要な概念であり，そこにおける会計責任は取得原価に

よって保証されるという関係にあるのである。これを逆にいえば，取得原価

は会計責任を保証し，会計責任は現代社会において非常に重要であるので，

取得原価評価および取得原価会計を論理づけるものは，会計責任説であると

いうことになる。

Ⅲ 会計責任説における会計公理と複式簿記

前節では，会計責任説と取得原価会計の密接な関係を述べた。本節ではこ

れをさらに展開して，やはり井尻の所論にしたがって，会計責任説における

会計公理と複式簿記について論述する。

１ 会計公理

井尻は，会計責任説および取得原価会計を提唱する一貫として，会計公理

を論じる。井尻学説の特徴の１つは，会計測定の基礎概念から会計公理を体

系的に導き出していることである。彼によれば，会計測定を行うに際して３

つの基礎的な概念があり，これらの概念に基づいて，３つの基礎的な判断能

力が要求されることになる。それらの概念と判断能力は次のとおりである（井

尻［１９７６］１０４-１０５頁）。

支配：現時点を tとするとき，すべての τ≦tについて，財産Rτを認識する

能力

数量：すべての τ≦tについて，Rτに含まれる財を分類し，当該クラスに

定義された（無差別性，加法性，非負性をもつ）数量測度に基づい

てそのクラスの財を測定する能力

交換：τ≦tにおけるRτのすべての変化を，増分と減分とからなる交換の

集合に類別する能力
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これらは次のことを意味している。すなわち，会計測定の過程を実行する

には，まず，いかなる財がその主体によって支配されているかを認識できな

ければならない。その主体によって支配されている財のみが会計測定の対象

となり，支配されていない財は測定の対象とはならないからである。次に，

財を分類し，各クラスに数量測度を定義して，同じクラスに属し同じ数量を

もつ財については互いに無差別であるようにする能力が必要である。そし

て，この能力によって各クラスの財の数量測定が可能になるのである。

しかし，これだけでは会計測定にはならない。というのは，各クラスの財

の数量が決定されたとしても，各数量の単位が異なるがゆえに，各クラスの

財を比較することができず，したがって，会計測定の目的である業績測定が

できないからである。換言すれば，数量の概念だけでは財の価額を決定する

ことができず，利益測定が行えないのである。そして，これを可能にするも

のが交換の概念にほかならない。

この概念では，どの財が別のどの財と交換されたかを認識できなければな

らないのであるが，これによって，財の間の数量的な関係が明らかになる。

その場合さらに，多様な財のクラスの中で，すべての財を測定するための共

通尺度としての「貨幣」のクラスを設定し，この貨幣とどの財が交換された

かを認識することによって，異質の財を価額という統一的な測定値にするこ

とが可能となる。そして，これによって業績測定ができることになるのであ

る。

以上のことを，井尻は次のようにまとめている。支配を認識する能力によっ

て，主体が支配している財産を識別し，それを要素ごとに記述することが可

能になる。財を分類し，各クラスの財を数量測度によって測定する能力によっ

て，財産を数量のベクトルで表現することができる。そして最後に，どの財

とどの財が交換されたかを認識する能力によって，数量のベクトルを，業績

測定のために利用しうる単一次元の測定値へ統合することが可能になる（井

尻［１９７６］１０５頁）。
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井尻は会計システムとして取得原価会計を主張するが，それでは，このよ

うな会計測定の基礎概念と取得原価とは，どのように関係づけられるのであ

ろうか。これに関して，彼は支配，数量および交換の概念に基づいた取得原

価会計の公理を次のように３つ挙げている（井尻［１９７６］１１０-１１１頁）。

支配公理：時点 tに主体の支配下にあるすべての財の集合は，その時点お

よびそれ以後において，一意的に識別することができる。

数量公理：時点 tに主体の支配下にあるすべての財は，その時点またはそ

れ以後において，財のクラス別に一意的に分割し，各クラスに

数量測度を規定することができる。その数量測度は非負で加法

性をもち，かつ同じクラスに属する財の間では，その数量が等

しいとき，そしてそのときに限って，その使用上代替可能であ

るという性質をもっている。

交換公理：主体の支配下にある財の集合における変化は，それが発生する

都度，古い単純交換の終結財か，予測される終結財をもった新

しい単純交換の先行財かのいずれかに一意的に分類することが

できる。

そして，井尻は，これらの会計公理からさらに取得原価の測定規則を数学

的に導き出している（井尻［１９７６］１１２-１１４頁）。

そこではまず，数量の公理によって導かれたすべての財のクラスの中か

ら，貨幣のクラスが選択される。そして，貨幣クラス以外の財のクラスは非

貨幣クラスと呼ばれる。さらに，説明を簡単かつ明確にするために，主体が

常に現在財産だけをもつ事例，つまり，負債や受取勘定，その他の未来財産

をもたない事例が考察される。

これにより，支配の公理に基づいて，任意の時点におけるこの主体の財産

を識別することができ，さらに数量の公理に基づいて，財産に含まれる財を

その同質性にしたがって分類し，その量を数量ベクトルによって表現するこ

とができる。貨幣財のクラスを０で，非貨幣財のクラスを１,２,…,mで表すこ
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とにすると，任意の時点における財産は，Q＝（Q０, Q１,…,Qm）というベクト

ルで表すことができる。ここで，Qiはクラス iに属する財の数量である。

これらのQi（i＝０,１,…,m）はそれぞれ異なる単位で表示されているので，

価額ベクトルV＝（V０,V１,…,Vm）をつくり出す方法が考えられる。Viはク

ラス iに属する財の価額である。これは各クラスに共通の単位で測定される

ので，その測度を価値測度（value measure）と呼んで，数量測度と区別さ

れる。ここで，価額は次のように定義される。まず，

（１）V０＝Q０

すなわち，貨幣財の価額は，常にその数量に等しい。

（２）Qi＝０ならば，Vi＝０ i＝０,１,…,m

すなわち，空集合の価額はゼロに等しい。

（３）Vi�０, Qi�０ i＝０,１,…,m

すなわち，数量と価額は常に非負である。

次に，交換q＝（q０,q１,…,qm）が生じたとする。q iは獲得した財の数量（q i

が正の場合）と失われた財の数量（q iが負の場合）を示している。QとVが

ストックの有高を表しているのに対し，qは交換に基づくフローの量を表し

ている。なお，交換前の数字であることを示すために，添字oを使って，Qoi ,

Voiのように表し，交換後の数字については添字を用いない。

この主体の財産は現在財産だけに限られているから，

（４）－q i�Qoi i＝０,１,…,m

でなければならない。有高以上の財を払い出すということは，未来財産が除

外されている以上，不可能だからである。便宜上，交換以前のクラス iの財

の有高に対して，交換によって流出した財が占める割合をs iで表すことに

すると，

Qoi >０ならば，s i＝－q i/Qoi

Qoi＝０ならば，s i＝０ i＝０,１,…,m
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５）q i<０ならば，規則（４）によってQoi>０となる。したがって，q i<０のとき，そのと
きに限ってs i>０となる（井尻［１９７６］１１３頁）。

となる５）。

上記の規則に加えて，QoiとVoiはそれぞれ，次の規則にしたがって，交換

後のQiとViに変わる。

（５）Qi＝Qoi＋q i i＝０,１,…,m

（６）V０＝Q０

（７）q i�０ならば，Vi＝Voi（１－s i） i＝０,１,…,m

（８）q j>０ならば，Vj＝Voj＋
m

Σ
i＝０
i≠j

V oi s i i＝０,１,…,m

規則（５）は数量測度の加法性から明らかである。規則（６）から（８）までは交

換後の価値測度を規定するものである。貨幣財の場合，交換後の価値測度は，

定義によってそのクラスの財の数量によって決定される。非貨幣財について

は，そのクラスに減分があれば，その減分に割り当てられた価額だけ減少し

（規則（７）），増分があれば，すべての減分に割り当てられた価額の合計だけ

増加する（規則（８））。

次に，財産Rの価額をWで表せば，交換の前後を問わず，任意の時点に

おけるWは，

W＝V０＋V１＋…＋Vm

と定義される。交換の増分が非貨幣財である場合には，規則（８）によって，

W＝Woとなる。すなわち，財産の価額は交換によって変化しない。Wに変

化が生じる可能性があるのは，（a）交換の増分が貨幣クラスに属する場合

か，（b）交換が増分をもたない不完全交換である場合のいずれかである。（a）

の場合では，

W－Wo＝（V０－Vo０）－
m

Σ
i＝１
Vois i＝（Q０－Qo０）－

m

Σ
i＝１
Vois i

となり，それは正，ゼロ，負のいずれの値もとりうる。（b）の場合には，
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W－Wo＝－
m

Σ
i＝１
Vois i

となり，その値は負またはゼロとなる。

最後に，期間nにおける業績測定値（Πn）が，期末の財産の価額（Wn）から

期首のそれ（Wn－１）を控除することによって，次のように導き出される。

Πn＝Wn－Wn－１

以上の測定規則を命題としてまとめると，次のとおりである。

（１）貨幣財の場合，交換後の価値測度は，定義によってそのクラスの財の

数量によって決定される。

（２）非貨幣財については，そのクラスに減分があれば，その減分に割り当

てられた価額だけ減少し，増分があれば，すべての減分に割り当てられ

た価額の合計だけ増加する。

（３）それゆえ，交換の増分が非貨幣財である場合には，財産の価額は変化

しない。

（４）また，交換が増分をもたない不完全交換の場合には，終結財が空集合

であるので，財産はその減分に割り当てられた価額だけ減少する。

（５）したがって，財産の価額に変化が生じる可能性があるのは，①交換の

増分が貨幣クラスに属する場合か，②交換が増分をもたない不完全交換

である場合のいずれかである。

２ 分類的複式簿記と因果的複式簿記

それでは，このような取得原価の測定規則を正当ならしめる論拠は，どこ

にあるのだろうか。それは，井尻のいう複式簿記の本質の中にあるように思

われる。複式簿記では，周知のように，仕訳において借方金額と貸方金額が

必ず一致する。彼は，借方と貸方が等しくなければならない理由として，２

つのまったく異なる根拠を考える。そして，これらの根拠に基づいて行われ

る複式簿記を，「分類的複式簿記」および「因果的複式簿記」と命名する。
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それらの考え方は次のようである（井尻［１９７６］１２１頁）。

（１）分類的複式簿記は，借方と貸方の両者が同じ対象物の分類または記述

に基づいていると考える。ここでは，資産＝請求権という基本等式から

出発し，両者は同じ財産の集合を，一方は資産の種類に基づいて，また

他方はそれに対する請求権に基づいてそれぞれ分類したものであるか

ら，等式が成立すると説明する。

（２）因果的複式簿記は，増分（借方）の価額が減分（貸方）の価額に等し

いとおき，例えば，「（借）棚卸資産１００ドル（貸）現金１００ドル」のよ

うに記録する。ここでは，同じ財が２つの観点から分類されたのではな

い。この記入からは明らかに，現金と棚卸資産という２つの違った財が

含まれている。両者が結合されたのは，この増分と減分の間にある因果

関係によるのである。ここで借方と貸方とに同額が記入されるのは，交

換における増分の価額を減分のそれに等しいとおく取得原価会計による

ものである。

これらのうち，分類的複式簿記は一見複式簿記であるかのように見える

が，複式簿記のシステムにとって基本的なものが欠けている。前述した会計

公理との関係でいうと，分類的複式簿記は支配公理と数量公理を必要とする

が，交換公理を必要としないことは明らかである。この簿記では，財の変化

の１つ１つが２つの面から分類され，かつ他の変化から独立に記録されるの

で，出ていく財と入ってくる財を因果関係によって対応づける必要がないの

である。

これに対して，因果的複式簿記は財の変化を交換における増分と減分を結

びつける形で捉え，その両者には原因と結果の関係が存在するものと考える

ので，この簿記では，まさに交換公理が機軸となっている。したがって，因

果的複式簿記はすべての会計公理の要件を含んでおり，完全な複式簿記シス

テムであるということができるのである。

このように，因果的複式簿記は会計において核心的なものであるが，ここ
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でさらに重視しなければならないのは，この複式簿記では，交換における増

分の価額が減分の価額に等しいとおかれるということである。これによっ

て，すべての財は取得原価で測定されることになり，複式簿記と取得原価評

価ないし取得原価会計とが形式と内容という形で密接に結びつくのである。

井尻によれば，複式簿記の複式たるゆえんは，通常説明されているように

資産＝請求権という２つの分類に由来するのではなく，得た財と失った財と

の間に因果関係を認め，前者の価額を後者の価額に等置するところの取得原

価会計にその根源をもつものである。この意味において，複式簿記も取得原

価会計とは論理的につながっており，前者は後者を表現するものとして生ま

れてきたものであり，後者は前者によってさらに発展せられたという形式と

内容の関係に立つものであるといえる（井尻［１９７６］１４７頁）。

以上によって明らかなように，因果的複式簿記は会計公理のすべての要件

を含んでおり，さらに，取得原価と密接に結びついたものである。このこと

から，取得原価評価および取得原価会計の論理は，因果的複式簿記であると

いうことになる。そして，ここで最も重要な会計公理は交換公理である，と

井尻は主張する。

Ⅳ 言語行為論と会計責任説

このように，井尻は会計の本質として意思決定説ではなく，会計責任説を

主張し，これを履行する手段として取得原価会計を推奨するが，これを裏づ

けるためには，さらに哲学的ないし言語学的な証明が必要であるように思わ

れる。会計は言語であるという認識から，これに関連して参考となるのが，

オースティン（Austin）の「言語行為論」である。そこで，会計の本質と

しての会計責任説を証明するために，この言語行為論の解説から始めること

にしよう。
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１ 言語行為論における発語行為・発語内行為・発語媒介行為

オースティンの言語行為論は，文ないし言語の実際の発話が果たす役割は

必ずしも，物事の状態や事実の記述のみにあるのではなく，さらに，その発

話自体がある種の行為の遂行を果たしているという一面もあることを明らか

にしようとするものである。このような視点から，彼は言語行為を発語行為

（locutionary act），発語内行為（illocutionary act）および発語媒介行為（per-

locutionary act）の３つに分類する。

発語行為は，何事かを言う際にわれわれが行っていると見られる行為であ

り，これは一定の意味（sense）と言及対象を伴って一定の文を発すること

であり，伝統的な意味における意味（meaning）に等しいものである。

発語内行為は，発語行為を遂行するのと同時にもう１つの他の行為を遂行

する行為であり，情報伝達，命令，警告，受領等の一定の（慣習的な（conven-

tional））発言の力をもつ発語を遂行する行為である。発語媒介行為は，発

語行為を遂行することによって説得，勧誘，阻害，さらには，驚かせたり誤

らせたりすることなどを引き起こし，成し遂げる行為である。

すなわち，何事かを言うことが何事かを行うことであるというのが発語行

為であり，何事かを言いつつ何事かを行うということが発語内行為であり，

何事かを言うことによって何事かを行うということが発語媒介行為である

（Austin［１９７５］pp.１０９-１１０）。

発語行為，発語内行為および発語媒介行為の例は，図表１のようである

（Austin［１９７５］p.１０２）。

つまり，「彼は…と言った」は発語行為であり，「彼は…と論じた」は発語

内行為であり，「彼は，私に…と納得させた」は発語媒介行為である。さら

にいうならば，何事かを言って意味をもつのが発語行為であり，何事かを言

いつつある一定の力を示すのが発語内行為であり，何事かを言うことによっ

てある一定の効果を達成するのが発語媒介行為である。

これらの例をもう１つ挙げるとすれば，次のものがわかりやすいと思われ
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図表１ 発語行為・発語内行為・発語媒介行為の例

彼は私を制止した。
彼は私を阻止した。
彼は私を正気に戻した。
彼は私を悩ませた。

発語媒介行為
彼は，私がそれを行うことに抗議した。発語内行為

彼は私に「君はそれをすることができない」（You can’t do that）
と言った。

発語行為

る。すなわち，「私は明日来ることを約束します」という発言によって，私

はまず第１に，このような文法的文章構成を行うという意味で発語行為を遂

行し，第２に，この文を発話することによって「約束する」という発語内行

為を遂行し，さらに第３に，この文を実際に発言することによって，例えば，

ある状況では聞き手を喜ばせたり，あるいは場合によっては逆に，驚かせた

りするという発語媒介行為を遂行することになる。

そして，これらのうち，オースティンは特に発語内行為に注目して分析を

集中し，この言語行為を適切ならしめるための条件が一般に，慣習的な制約

であるという点を明らかにする。すなわち，発語内行為は慣習的行為（con-

ventional act）であり，慣習に適合するように行われた行為である（Austin

［１９７５］p.１０５）。

オースティンはこの発語内行為を次の５つの型に分類する（Austin

［１９７５］p.１５１）。

（１）判定宣告型（Verdictives）

（２）権限行使型（Exercitives）

（３）行為拘束型（Commissives）

（４）態度表明型（Behabitives）

（５）言明解説型（Expositives）

それらの説明は，次のようである（Austin［１９７５］pp.１５１-１６３）。

第１の判定宣告型は，まさにその名が示すように，陪審員，調停員，ある
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図表２ 判定宣告型の例

診断する（diagnose）特徴づける（characterize）評価する（value）
査定する（assess）見積もる（rate）等級づける（grade）
推断する（make it）測定する（measure）推定する（estimate）
算定する（reckon）計算する（calculate）規定する（rule）

いは審判員による判定の宣告にその典型例を見ることができる。しかし，こ

の種の発言に限られるものである必要はない。例えば，推定，算定，評価で

あってもよい。判定宣告型の本質は，公式であると非公式であるとを問わず，

価値あるいは事実に関する証拠や理由に基づき，明瞭にそれと識別される限

りにおいて，何らかの判定を伝えることである。判定宣告型の例として，図

表２のような動詞が挙げられる。

第２の権限行使型は，権力，権利，影響力の行使である。その例は，指名

する，投票する，命令する，催促する，助言する，警告する等である。権限

行使型発言は，ある一定の行為の経過に対する賛成，反対の決定，ないしそ

の行為の経過に対する弁護を与えることである。

第３の行為拘束型は，約束する，あるいは引き受けるなどに典型例を見る

ことができる。この種の発言は，本来，人に何事かを余儀なくさせるもので

あるが，それだけでなく，意図の宣言あるいは通告というように約束でない

ものも含み，さらには，例えば加担する（siding with）のような，支持表

明（espousal）とも呼ぶべきかなり曖昧なものまで含んでいる。行為拘束型

発言の要点は，それによって話し手がある一定の経過を伴う行為を行うよう

に拘束されるということである。

第４の態度表明型は，非常に雑多な一群のものであり，態度および社会的

行動（social behavior）に関係している。その例は，陳謝する，お祝いする，

推奨する（commending），慰める（condoling），呪う（cursing），挑戦す

る（challenging）などである。態度表明型発言には，他の人々の行動と運
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図表３ 言明解説型の例

議論する（argue）報告する（report）証言する（testify）
呼称する（call）参照する（refer）意味する（mean）
定式化する（formulate）告げる（tell）説明する（explain）
通知する（apprise）例証する（illustrate）伝達する（inform）
定義する（define）言及する（mention）区別する（distinguish）
指摘する（remark）解釈する（interpret）識別する（identify）
分類する（class）記述する（describe）陳述する（state）

勢（fortunes）に対する反応という概念と，他の人物の過去の行動ないし現

在行っている行動に対する態度およびその態度の表現という概念とが含まれ

ている。

第５の言明解説型は，いかなる仕方で発言が議論ないし会話の進行に適合

しているかということや，どのようにわれわれが言葉を使っているかという

ことを明確にするものである。すなわち，一般的にいえば，解説的（exposi-

tory）なものである。その例は，「私は返答する」「私は議論する」「私は譲

歩する」「私は例示する」「私は要請する」である。言明解説型は，意見の開

陳，議論の進行，言語の用法，言及対象の明確化などを伴う様々な解説の行

為において使用される。言明解説型の例として，図表３のような例が挙げら

れる。

これらは次のように要約することができる。すなわち，判定宣告型は判断

の行使である。権限行使型は影響力の主張ないし権力の行使である。行為拘

束型は義務の引受けないし意図の宣告である。態度表明型は一定の態度をと

ることである。言明解説型は，理由，議論，伝達作用の明確化である（Austin

［１９７５］p.１６３）。

２ 会計理論における発語行為・発語内行為・発語媒介行為

以上が言語行為論における発語行為，発語内行為および発語媒介行為の解
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説であるが，これを会計理論に当てはめるとどうなるのであろうか。これに

関して，青柳は次のように説明している（青柳［１９９８］７７-７８,８１頁；［２００８］

３０-３１頁）。

発語行為とは，発言が対象に言及し，対象を表示する行為である。それは

言語機能のうち対象の表示機能に相当する。会計を一種の言語行為と見れ

ば，財務諸表の作成は会計言語の対象である企業の財政状態および経営成績

を表示する発語行為である。

発語媒介行為とは，発言が聴者，話者，その他の人の感情，思考，行動に

結果としての効果を生じる行為である。発語行為が対象に言及する行為であ

るならば，発語媒介行為は人に影響する行為であり，言語が人に呼びかける

機能に相当する。企業言語でいえば，財務諸表の公表は作者の経営者を含め

て企業の各種利害関係者の意思決定や行動に影響もしくは効果を及ぼす発語

媒介行為である。

発語内行為とは，発語内の「内」が「言いながら（in saying）」の「なが

ら（in）」であるように，何事かを言いながら何事かを行う行為である。一

般的にいえば，「私は何事かを行うと言いながら，私がその行為を実際に遂

行している。」それは，何事かを言うという行為の遂行でなく，何事かを行っ

ている別の行為の遂行である。

財務諸表の陳述は，それが陳述する会社の財政状態や経営成績が存在する

ことに会計主体である経営者が責任を負わされる発語内行為である。つま

り，経営責任の履行を説明する会計責任の陳述である。そのような義務や責

任を負わせる制度が会計規約の背後にある社会規約として成り立っている。

すなわち，言語行為論における発語行為，発語内行為および発語媒介行為

を会計理論に当てはめてみると，発語行為は純粋な意味における財務諸表の

作成に該当し，発語内行為は財務諸表の陳述による会計責任の履行に該当

し，発語媒介行為は財務諸表の公表による各種利害関係者の意思決定機能に

該当するのである。さらに，説明責任としての会計責任の履行は，上述した
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言明解説型の発語内行為であるということができる。

３ 発語内行為としての会計責任の重要性

この言明解説型の陳述責任が社会的に見て重要なのは，青柳のいうよう

に，その陳述内容である評価と測定の発語内行為が富と所得の分配に関わる

からである。それは発語行為のように対象を表示するだけではない。会計の

発語内行為は富と所得の分配をめぐる権利と義務を創成して，新たな社会状

況をつくる創造的な機能を営むのである（青柳［１９９８］８１頁）。

一般に，会計は富と所得の分配を規定する。貸借対照表は所得源泉である

富の株主や債権者などの利害関係者に分配される状態を表示する。損益計算

書は収益が費用と利益に配分されるかたちで各種利害関係者への収益の分配

を表示する。配当・利子・賃金などの機能的分配のほかにも，売上原価や減

価償却費は企業内にいったん留保されて，やがて，取引先や生産財業者への

分配となり，最終的には収益のすべてが人への分配になる。それが適正な分

配であれば，各種利害関係者の持分は保護される。つまり，会計の発語内行

為は持分保護の機能を果たすのである（青柳［２００８］４０頁）。

そして，この持分保護は業績評価とつながる関係にある。業績評価が企業

内部，持分保護が企業外部の用語として使われるが，両者は同一の機能であっ

て，企業内部の持分保護ないし利害調整，企業外部の投資者や債権者が過去

に行った投資や融資の業績評価が問われる。それゆえ，業績評価と表裏の関

係にある会計責任も企業内外の責任になる。

前述したように，説明責任としての会計責任の履行は言明解説型の発語内

行為である。これと表裏の関係にある業績評価は判定宣告型の発語内行為で

ある。前者では，財務諸表の陳述（statement）の真実性が求められる。後

者では，評価（evaluation）の公正性が求められる。

さらに，会計の説明責任も評価の公正性も約束という発語内行為によって

縛られた経営者の個人的責任に発して，経営者と利害関係者との対話的次元
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を経て社会的責任へと拡大される。それは会計の対象である取引を介した権

利と義務の関係に根ざしている。その背後には，政治的規則，市民的規則，

社会的協約があって，この２つの中心概念は，まさしく，公共の空間におい

て重大な関心ごととなるのである（青柳［１９９８］２３８頁）。

会計の発語内行為は富と所得の分配や会計責任の履行であり，発語内行為

が言語行為の中心機能であるとの見地に立てば，会計機能は意思決定よりも

業績評価が中心であるということになる。したがって，会計責任が会計の中

心機能であり，会計の本質であるということができるのである。

４ 会計責任（発語内行為）と意思決定（発語媒介行為）の関係

それでは，発語内行為としての会計責任と発語媒介行為としての意思決定

との間には，どのような関係があるのだろうか。まず，言語機能の機能的な

関連からいえば，発語内行為は発語行為を前提として発語媒介行為の手段に

なる関係である。発語内行為は発語行為による対象の表示を基礎資料として

実施され，それが発語媒介行為を喚起する手段になって人々の思考や行動に

影響を及ぼす。その効果が遡及して，関係者に都合のよい資料の変更を発語

行為に求めれば，その資料に基づく発語内行為にも影響が及んで，言語行為

の３つの機能は往路と復路で循環する。

会計の発語内行為も発語行為による取引の記録を基礎として企業の財政状

態および経営成績を表示しながら，各種利害関係者の意思決定や行動に影響

を及ぼす発語媒介行為の手段になる。発語行為は過去でも未来でも現在でも

よい。また，その指向対象は現実の対象でも想像上の対象でもかまわない。

それに対して，発語媒介行為は未来を指向している。そして，発語内行為

は現在時制であり，そうでなければ発語内の力は発揮されない。会計の情報

提供機能は人々の未来の意思決定や行動に影響を及ぼすが，会計の利害調整

機能は人々の現在の利害を調整するので，この調整内容が各種利害関係者の

未来の意思決定や行動に影響を及ぼす。こうして，発語内行為は発語媒介行
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為の手段となるのである。

その場合，発語内行為が発語行為を基礎にするのは，発語内行為が情報源

を発語行為に求めるためである。したがって，情報源のデータをいかに処理

するかは，利害の調整を考えて発語内行為が決める。それゆえ，会計主体が

利害調整にとって都合が悪いと判断する情報源は除かれる。この情報源の選

択とその情報処理の方法を決めるのが，発語内行為である。それが彼らの意

思決定と行動に影響するが，やがて，それは意思決定に必要な新しい情報を

発語行為に求めたり，利害調整の仕方について発語内行為に修正を迫る。こ

のように，情報提供と利害調整の両機能を考慮して，発語内行為は会計方針

を決定する（青柳［１９９８］８２-８３頁）。ここに，発語内行為の会計における重

要性がある。

さらに，発語媒介行為のあるところに発語内行為があると見るのは正し

い。しかし，逆は真ならずで，発語内行為のあるところに発語媒介行為があ

るとは限らない。青柳はこれを次のような例で適切に説明している。

遺言は発語内行為であるが，それが相続人に伝達されて発語媒介行為とな

るのは遺言者の死後である。それまでは，財産分与の発語内行為が遺言書に

記載されていても，ただちに発語媒介行為にならない。会計の初期には，利

益や資本を計算しても，それを財務諸表によって関係者に伝達する会社は少

なかった。現在でも，発語内行為の配当可能利益の計算は，利害関係者に影

響して発語媒介行為になっても，配当宣言までは本格的な効果は現れない。

それゆえ，発語媒介行為が先行して発語内行為が随伴するのではなく，発語

内行為が先行して発語媒介行為が随伴したりしなかったりする。それが両行

為の主従の関係である（青柳［２００８］３７頁）。

会計の言語行為論は，このようにして会計機能と時間との関係を捉える。

それは実践の状況を直視した理論であり，理論と実践とのギャップを埋める

理論にもなる。これまでの会計理論は，発語行為の命題的真理を理念化して

意思決定のための情報提供に主眼をおく理想論であった。それが実践を理論
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化することで現実とのギャップを生んだ。

現実の情報提供は，発語行為ではなく発語媒介行為によって意思決定と行

動に影響を及ぼす指令機能の言語行為である。それは，組織の情報場が指令

する役割期待に基づいて会計情報がその利用者に呼びかける指令情報であ

る。その指令の源泉は，発語内行為によって人々の権利と義務を調整して人

間関係の秩序を形成する組織であり，そこに指令情報が湧出する。

掘り下げれば，富と所得の特定の型の分配を正当化して，組織の体制を維

持するために組織成員を納得させる指令情報が発せられる。つまり，発語内

行為から発語媒介行為へとつながる言語行為の総体が，組織の指令体系ない

し統制システムと見られる（青柳［１９９８］２４８-２４９頁）。しかしその場合，あ

くまでも発語内行為が富と所得の分配に関する会計方針を決定し，会計責任

機能を遂行することによって，会計言語行為が成立することに留意する必要

がある。

Ⅴ 会計責任の拡張と会計測定

これまで述べてきたように，会計の目的ないし本質は，言語行為論におけ

る発語内行為としての会計責任であるということができる。そこで改めて，

この会計責任は具体的に何を遂行すべきであるのかを考察してみよう。これ

は，真の意味における会計責任を明らかにするためである。

Ⅱ節で述べたように，井尻によれば，会計責任とは，会計責任の履行者が

彼の行動や行動から生じる結果について会計責任の受益者に対して釈明する

義務のことであり，これは取得原価によって保証された。そして，その理由

は，取得原価が過去において行われた企業活動をその実際の取引価額で漏れ

なく記録したものであり，この記録が会計責任の履行において非常に重要な

役割を果たすということであった。

このような会計責任観は，過去を指向した会計責任観であり，過去の業績
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評価を会計目的の中心とする会計責任観であるということができる。そし

て，その背後には，会計責任を狭い意味における受託責任と同一視する考え

があるように思われる。ここで，狭い意味における受託責任とは，前述した

ように，企業を株主や債権者などの資金提供者から資金の管理・運用を委託

された受託者と見なし，委託者に対して委託された資金もしくは財産を適切

に保全し，その管理・運用の状況ならびに結果を正確に測定し伝達する義務

のことである。

しかしながら，このような会計責任観は前近代的な企業を説明しえても，

現代の企業を説明できるものではない。現代企業は様々な利害関係の複合体

であり，それに伴って多様な社会的責任を負っているので，その会計責任は

単に狭い意味における受託責任に留まらず，それをはるかに超えた社会的責

任にまで至っているからである。

すなわち，現代の企業は，それを取り巻く種々の利害関係者，例えば株主・

従業員・債権者・顧客・政府などの，いわゆる社会関係において存在する。

いわば，利害関係者集団の意思決定の中心として，公共によって組織された

１つの社会的制度であると考えられる。こうした企業は，単に株主や債権者

に対する受託責任だけではなく，すべての利害関係者に対して，信頼できる

適正な会計情報の提供が要請されることになる。企業は利害者集団の委託を

受けて，公共社会の福祉や利益に貢献しなければならないという社会的責任

を負っている。こうした企業それ自体の社会性から，会計もまた社会的責任

を負う。

つまり，現代の企業は社会的責任を負うものであり，それに伴って会計も

社会的責任を負うことになる。したがって，現代企業における会計責任とは

社会的責任のことであり，具体的には，これは従来の狭い意味における受託

責任に加えて，様々な利害関係者集団の意思決定に資する責任も負わなけれ

ばならないことを意味しているのである。これが現代の一般的な会計責任観

といってよく，例えば，米国公認会計士協会（AICPA）から公表された『財
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６）この会計責任観はさらに，米国財務会計基準審議会（FASB）にまで受け継がれ
ている。その財務会計概念ステートメント（SFAC）第１号において，そのことは
次のように表現されている。財務報告は，企業の経営者が出資者（株主）に対して，

当該企業に委託された資源の利用について，その受託責任をどのように履行したか

についての情報を提供しなければならない。企業の経営者は，企業資源の管理およ

び保全のためのみならず，その効率的かつ有効的利用のため，さらにインフレーショ

ンまたはデフレーションならびに技術的および社会的変動のような経済社会におけ

る諸要因の好ましくない経済的影響からできるだけそのような資源を保全するため

に，定期的に出資者に対して説明する義務を負っている。経営者は，企業の有価証

券を一般大衆から募集する限り，将来の投資者および一般大衆に対して広範な会計

責任を自主的に受け入れている。また，社会も，企業およびその経営者に対して広

範なまたは特定の責任を課している（FASB［１９７８］para.５０）。
７）もっとも，井尻は，会計責任が未来にも関係するとして，次のように述べている。

この会計責任に基づいた考え方，すなわち会計責任説は，規則遵法を基にできた伝

統的な保管会計（stewardship accounting）のみならず，効率と効果を重視する近
代的な業績という要素も含むものである。さらに会計責任説は，すでに行われた行

為のみならず，履行者が将来行おうとしている行為についても前もって釈明する責

任があると考えられる場合には，その予定行為とそれから生じるであろう結果の予

測（例えば予算，投資計画，予測財務諸表など）について報告することも，自然に

務諸表の目的』（Objectives of Financial Statements，『目的』）においても，

同じ趣旨で，次のように述べられている。

会計責任は，保管を任された資産の保全に関係する受託責任の要素を超え

るものである。会計責任は，これらの資産の運用と他の資産への転換とを含

み，また，それらを使用しないという意思決定をも含む。経営者は資産につ

いて，その原価ばかりでなく，その価値についての会計責任も負っている。

企業の経営者は，また，インフレーションとデフレーションの経済的影響力，

および技術的革新や社会的変動に備えるためにとった行為に対しても，会計

責任を負っている（AICPA［１９７３］p.２５）。６）

このように，現代の会計責任は広範であるが，ここで注目しなければなら

ないのは，この会計責任観は井尻の主張するような過去的業績評価指向では

なく７），未来に向かう業績評価指向および意思決定指向を重視しているとい
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会計の機能に含めて考えることができるのである（井尻［１９７６］ii頁）。しかし，こ
れは井尻の主張する取得原価の思考に矛盾するように思われる。

うことである。過去的指向に対して，この考えは，将来の利益の予測という

点ばかりでなく，会計責任の評価の点からも財務諸表の価値を著しく低下さ

せるであろうとして，『目的』は次のように指摘している。

財務諸表が，この狭い過去的アプローチの枠に限定されるならば，財務諸

表の利用者は，経営者の業績という絶対的指標しか与えられず，比較可能な

指標は与えられないことになろう。例えば，厳格に過去的な基準に基づいて

算定された新記録の利益の１年後において，経営者が過年度よりも好成績を

あげたという理由によって報奨が決定されることがある。このような形の業

績評価は，評価基準としては過年度の業績という限られた意味しかもたない

指標がとられていることを意味している。そこでは，現在の経済状態を勘案

して形成された企業の目標に立脚した，より現実的な指標は何ら考慮されて

いない（AICPA［１９７３］p.２６）。

さらに，『目的』によれば，財務諸表の目的の１つは，企業の最高目標を

達成するに際して，企業資源を有効に利用する経営者の能力を判断するのに

役立ちうる情報を提供することである（AICPA［１９７３］p.２６）。そして，こ

の情報によって，財務諸表の利用者は各自の経済的意思決定を行うことにな

るが，この目的のために，会計責任の概念と過去のみならず未来の情報が必

要となるといわれる。このことは次のように表現されている。

会計責任の概念は，財務諸表の再構成が妨げることはない。むしろ，会計

責任は，過去に関する報告に必要な情報ばかりでなく，期待される業績を評

価するために必要な情報も開示するための基盤を提供する。財務諸表の利用

者の経済的意思決定は，過去および将来の企業の目標達成に関する情報の必

要性を明確にするのである。会計責任は，このような情報の提供という財務

諸表の作成者側の責任を主張するものである（AICPA［１９７３］p.２６）。

このように見てくると，井尻の会計責任説における過去的指向および業績
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評価指向は，現代的な会計責任観の一部しか表していないことに気づく。上

述したように，現代の会計責任観は社会的責任であり，具体的には，従来の

狭い意味における受託責任に様々な利害関係者集団の意思決定に資する責任

が加わったものであり，換言すれば，過去的な業績評価指向に将来的な業績

評価指向および意思決定指向が加わったものである。そして，そのための会

計情報として，過去的な情報のみならず，現在的および将来的な情報が必要

になるといわれるのである。

しかしながら，ここで，現代の会計責任は将来の予測情報を提供する義務

まで負っているわけではないといわなければならない。確かに，会計責任は

財務諸表の作成・公表によって各種利害関係者の意思決定に資する機能を有

している。言語行為論でいえば，発語内行為としての会計責任は，発語行為

としての財務諸表を基礎資料として，発語媒体行為としての意思決定に影響

を及ぼす。そして，この発語媒介行為は未来を指向している。

しかし，前述したように，発語内行為は現在時制であり，そうでなければ

発語内の力は発揮されない。会計の情報提供機能は人々の未来の意思決定や

行動に影響を及ぼすが，会計の利害調整機能は人々の現在の利害を調整する

ので，この調整内容が各種利害関係者の未来の意思決定や行動に影響を及ぼ

す。こうして，発語内行為は発語媒介行為の手段となるのである。ただし，

ここで重要なのは，発語内行為は現在時制であるということである。

青柳の表現によれば，発語内行為は発語行為を基礎にして発語媒介行為の

手段となる関係において，発語内行為は業績評価，発語媒介行為は情報提供，

発語行為はこれら２つの会計機能のデータベースになる。財務会計でいえ

ば，発語行為は過去の資料を準備し，現在の発語内行為は未来の意志決定に

影響する発語媒介行為につながるので，それは過去から見た未来としての現

在の会計である。一方，発語内行為は発語媒介行為が生む人々の反応を先取

りしてデータを処理するので，それは未来から見た過去としての現在の会計

行為でもある（青柳［１９９８］２４８頁）。
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そして，発語内行為は，一方では，発語行為が表示する対象の物的空間を

画定し，他方では，発語媒介行為が影響を及ぼす人間空間を予定する。それ

は過去と未来を結ぶ現在という緊張の時点で行われる。過去から見た未来と

しての現在，未来から見た過去としての現在，この複眼的現在観に立って，

物語的自己同一性としての主体が未来を予測しながら過去を回想する。これ

が過去と未来によって想定される決算日現在において綴られる会計（財務諸

表）である（青柳［１９９８］２２１頁）。

ここでは，発語内行為としての会計責任は，過去から見た未来としての現

在の会計責任であると同時に，未来から見た過去としての現在の会計責任で

でもある。しかし，発語内行為は発語行為を基礎としており，その発語行為

は過去の資料をデータベースとしているので，発語内行為としての会計責任

は，どちらかというと，過去から見た未来としての現在の会計責任である色

彩が強い。

これに関連して，ローゼンフィールド（Rosenfield）は次のように述べて

いる。会計責任行動に関する報告書として，財務諸表は過去の事象に関する

情報を報告すべきである。人々は未来に対して会計責任を負っておらず，少

なくともそれが達成されるまで負っていない。会計責任の報告書を作成する

ために使用される会計基準は，それが過去に関してのみ報告するように作成

すべきである。

それでは，これにより，会計測定を取得原価で行うべきかといえば，そう

ではない。受託責任の報告書としての財務諸表の機能が取得原価に基づく会

計を要求するという考えは，再検討する必要がある。それはおそらく管理保

全主義（custodianship）としての受託責任の解釈に基づいている。取得原

価はおそらく現金またはその代替物（「コストのフロー」）の管理をチェック

するのに役立つが，経営者の期待される目標の達成に関して報告することに

は必ずしも役立たない。その目的に役立つ基準を発見し，適用すべきである。

そして，経営者は，例えば，価格変動や一般物価変動におけるような彼ら
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の直接的支配下にない事象に対する資源を開示する責任がある。したがっ

て，経営者の行動の結果を公正に評価するために，資源に影響を及ぼすが，

直接彼らの支配下にない事象を報告書から除去すべきではない（Rosenfield

［１９７４］p.１２９）。

すなわち，過去から見た未来としての現在の会計責任は，各種利害関係者

の現在の業績評価および利害調整のために，単なる過去指向の取得原価に

よって遂行されるのではなく，価格変動や一般物価変動を考慮した現在の価

格によって達成されるということができる。

発語内行為としての会計責任はあくまでも現在的な概念であり，発語内の

力を発揮するためには，企業の現在の財政状態や経営成績を表す会計情報が

必要となる。そして，これによって，会計責任は真の意味で各種利害関係者

の利害調整を果たし，富と所得の分配を規定するのである。近年，公正価値

会計が会計において重要となってきているが，その論拠はまさに，発語内行

為としての会計責任にあるということができる。

つまり，社会的責任としての現在の会計責任は，各種利害関係者の現在の

業績評価および利害調整のために，単なる過去指向の取得原価によって遂行

されるのではなく，価格変動や一般物価変動を考慮した現在の価格によって

達成されるということができる。

社会的責任としての会計責任はあくまでも現在的な概念であり，その社会

的な会計責任を遂行するためには，企業の現在の財政状態や経営成績を表す

会計情報が必要となる。そして，これによって，会計責任は真の意味で各種

利害関係者の利害調整を果たし，富と所得の分配を規定するのである。これ

まで，会計理論として，物価変動会計，購入時価会計，売却時価会計等が提

唱され，さらに近年，公正価値会計が会計において重要となってきているが，

その論拠はまさに，社会的責任としての会計責任にあるということができ

る。
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Ⅵ むすび

以上，本稿では，会計は何をするものであり，真の意味で，どういう目的

ないし本質を有しているのかを解明することを目的として，さらには，意思

決定説および会計責任説のうち，会計責任説が会計の本質であるべきことを

証明しようとした。

そこではまず，井尻の所論に沿って会計責任説と意思決定説を改めて説明

し，会計責任こそ，会計を社会や組織における他の情報システムから区別す

るものだという理念のもとに，彼は会計責任説を主張していることを述べ

た。さらに，この会計責任説の論拠に基づいて，彼が会計測定として取得原

価を提唱していることも述べた。

次に，井尻の所論に基づいて，会計責任説における会計公理と複式簿記に

ついて述べた。そこでは，会計公理として支配公理，数量公理および交換公

理があり，彼の主張する取得原価会計からすれば，交換公理が最も重要であ

ることを明らかにした。

さらに，取得原価の測定規則を正当ならしめる論拠は，複式簿記における

分類的複式簿記ではなく，因果的複式簿記であることを解明した。すなわち，

因果的複式簿記は会計公理のすべての要件を含んでおり，かつ取得原価と密

接に結びついたものであるということであった。

そしてさらに，会計責任説の論拠を哲学的および言語学的に証明するため

に，オースティンの言語行為論における発語行為・発語内行為・発語媒介行

為を解説し，そこにおける発語内行為が重要であるとした上で，それらと会

計理論との関係を解明した。そこでは，発語行為は純粋な意味における財務

諸表の作成に該当し，発語内行為は財務諸表の陳述による会計責任の履行に

該当し，発語媒介行為は財務諸表の公表による各種利害関係者の意思決定機

能に該当することを明らかにした。

そして，会計の発語内行為は富と所得の分配や会計責任の履行であり，発



会計目的としての会計責任 99

語内行為が言語行為の中心機能であるとの見地に立てば，会計機能は意思決

定よりも業績評価が中心であるということになる。したがって，会計責任が

会計の中心機能であり，会計の本質であるということを結論づけた。

さらに，これを踏まえて，発語内行為としての会計責任と発語媒介行為と

しての意思決定の関係を解明した。そこでは，会計の発語内行為は発語行為

による取引の記録を基礎として企業の財政状態および経営成績を表示しなが

ら，各種利害関係者の意思決定や行動に影響を及ぼす発語媒介行為の手段に

なることを明らかにした。

また，発語内行為は現在時制であり，そうでなければ発語内の力は発揮さ

れないことを指摘するとともに，発語媒介行為のあるところに発語内行為が

あると見るのは正しいが，逆は真ならずで，発語内行為のあるところに発語

媒介行為があるとは限らないことを述べた。これにより，会計責任が会計の

固有の機能であり，会計の本質であることを再確認した。

最後に，通常いわれている会計責任の概念を拡張することによって，会計

の本質として，真の意味における会計責任を明らかにした。そこにおいてま

ず，現代の企業は社会的責任を負うものであり，それに伴って会計も社会的

責任を負うことになる。したがって，現代企業における会計責任とは社会的

責任のことであり，具体的には，これは従来の狭い意味における受託責任に

加えて，様々な利害関係者集団の意思決定に資する責任も負わなければなら

ないことを意味していることを指摘した。

そして，社会的責任としての会計責任を履行するためには，従来の狭い意

味における受託責任と結びつく取得原価会計ではなく，例えば物価変動会

計，購入時価会計，売却時価会計，公正価値会計のような，価格変動や一般

物価変動を考慮した現在の価格による会計を行わなければならないことを述

べた。その理由は，発語内行為としての会計責任はあくまでも現在的な概念

であり，発語内の力を発揮するためには，企業の現在の財政状態や経営成績

を表す会計情報が必要となるということである。
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つまり，社会的責任としての会計責任はあくまでも現在的な概念であり，

この会計責任を遂行するためには，企業の現在の財政状態や経営成績を表す

会計情報が必要となるということである。そして，これによって，会計責任

は真の意味で各種利害関係者の利害調整を果たし，富と所得の分配を規定す

ると結論づけた。

以上が本稿の概要であるが，これにより，会計の目的ないし本質が明らか

になったことと思われる。すなわち，会計の本質は，各種利害関係者の意思

決定に資するというよりも，企業の社会的責任を履行するための会計責任を

果たすことである。そしてそのためには，会計システムの測定基準ないし評

価基準として，購入時価，売却時価，公正価値のような現在の価格を使用す

る必要があるということになる。本稿はこの証明を哲学および言語学におけ

る言語行為論の援用によって行ったわけである。

ASOBAT以来，会計の目的として意思決定説が有力であるが，意思決定

説にはいくつかの問題点がある。これに関する井尻の指摘は前述したところ

であるが，そのほかにも，例えば『目的』は次のように述べている。利用者

が情報に対して何を求めているかは，はっきりとは何もわかっていない。こ

れまで行われたいかなる研究をもってしても，経済的意思決定のプロセスに

おいて，財務諸表が個々の利用者に果たす機能を的確に識別することはでき

なかった（AICPA［１９７３］p.１３）。すなわち，意思決定説における各種利害

関係者の意思決定モデルが明らかではないのである。

これに対して，会計責任は重要であるのみならず，投資者というよりもほ

とんどの企業にとって重要であることを，米国会計学会（AAA）は次のよ

うに述べている（AAA［２００７］pp.２３１-２３２）。

（１）すべての企業にとって，会計による重要な効用は統制であり，経営者

に委託された資源の使用および処分に関して所有者に報告することであ

る。期間的報告は，事前に規定された規則に従って，市場取引およびア

ウトプットと期間への配分によって明示されたものとして，貨幣で表示
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された資源のインフローおよびアウトフローに関する情報を提供する。

その報告書は，企業の経営者が彼らの受託責任をいかに履行したかに関

する有用な（しかし完全ではない）情報を提供する。報告書は同時に，

所有者の利害において企業を運営することに対して経営者を動機づける

のに役立つ。というのは，経営者が行ったことは評価され，報告される

からである。

（２）企業の会計システムは，従業員が彼らに割り当てられた責任をいかに

遂行したかに関する情報も経営者に提供する。経営者にとって，会計シ

ステムおよび報告システムは，従業員の彼らの仕事を指図され期待され

たように行うことを動機づけるのに役立つ。

（３）会計システムによって生み出されまた会計システムに影響を与える財

務報告書は，外部的には所有者に対してまた内部的には経営者および所

有者に対して，報告書が提供される利用者およびその他の人々に，その

報告書が信頼しうるものであり，その数値が彼らの意図したものである

ことを保証するために，監査される。

（４）報告された数値が信頼しうるものである限り，財務報告書は，内部的

には経営者により，外部的には所有者，債権者および潜在的投資者によ

る投資意思決定に対して有用な情報を提供する。

（５）概念フレームワークは投資意思決定に偏りすぎており，受託責任に関

する意思決定を無視している。経営者が他の企業の資産およびキャッ

シュをいかに利用したか，そして場合によっては利用に失敗したかに関

する情報はほとんど無視されており，経営者の利害と企業の所有者の利

害との利害衝突の影響に関する検証および報告がほとんど無視されてい

る。

このように，会計の目的ないし本質として会計責任は非常に重要であり，

意思決定機能よりも会計責任機能の方が会計にとって不可欠の条件である。

これは，本稿が援用した言語行為論においても証明されたところであり，上
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述したように，発語媒介行為のあるところに発語内行為があると見るのは正

しいが，逆は真ならずで，発語内行為のあるところに発語媒介行為があると

は限らないのである。すなわち，会計において会計責任の履行は不可欠の条

件であるが，意思決定の遂行は必ずしもそうではない。

意思決定の機能は他の手段によっても代替することができ，また，現実の

経済社会においてそのように行われているが，会計責任の機能は他の情報シ

ステムによっては代替できない会計固有の機能なのである。そして，この機

能を果たすためには，会計測定として例えば購入時価，売却時価，公正価値

のような現在の価格を使用する必要がある。すなわち，時価会計および公正

価値会計の論拠は，現在時制である発語内行為としての会計責任にあり，現

代的な社会的責任としての会計責任にあるのである。
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